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本月報に関する照会は、日本銀行政策委員会室（03-3277-3680〈直通〉）までお寄せください。

※　日本銀行はインターネットによる情報提供を行っており、日本銀行
　作成の最新の論文や金融・経済データのほか、日本銀行の概要などを
　ご覧頂けます。
　・インターネットアドレス　http://www.boj.or.jp/

※　本月報の内容について、商用目的で転載・複製を行う場合（引用は

　含まれません）は、予め日本銀行政策委員会室までご相談ください。

　　引用・転載・複製を行う場合は、出所を明記してください。

本月報は古紙を含有する用紙を使用しています。
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　1．議決事項

（１）金融政策決定会合関係

◆･金融市場調節方針の決定および「当面の金融政策運営について」
の公表に関する件（4月6・7日）

　本委員会は、平成23年4月6・7日の金融政策決定会合において、次回金融政策

決定会合までの金融市場調節方針を下記のとおりとすること、および当面の金

融政策運営について別紙のとおり公表することを決定した。

記

　無担保コールレート（オーバーナイト物）を、0〜0.1％程度で

推移するよう促す。
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◆･金融政策決定会合の議事要旨（2011年3月14日開催分）に関す
る件（4月6・7日）

　本委員会は、平成23年4月6・7日の金融政策決定会合において、金融政策決定

会合の議事要旨（2011年3月14日開催分）注1）を承認した。

◆･金融市場調節方針の決定に関する件（4月28日）

　本委員会は、平成23年4月28日の金融政策決定会合において、次回金融政策決

定会合までの金融市場調節方針を下記のとおりとし、別紙のとおり公表するこ

とを決定した。

記

　無担保コールレート（オーバーナイト物）を、0〜0.1％程度で

推移するよう促す。

　

注1）　インターネット・ホームページをご参照ください（4月12日公表）。
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◆･「被災地金融機関を支援するための資金供給オペレーション基
本要領」の制定等に関する件（4月28日)

　本委員会は、平成23年4月28日の金融政策決定会合において、東日本大震災に

かかる被災地の金融機関を対象に、適切な金融調節の実施を通じて、今後予想

される復旧・復興に向けた資金需要への初期対応を支援するとともに、今後の

被災地の金融機関の資金調達余力を確保する観点から、下記の諸措置を講ずる

ことを決定した。

記

1.　  「被災地金融機関を支援するための資金供給オペレーション基本要領」を別

紙1.のとおり制定すること。

2.　  「被災地金融機関を支援するための資金供給オペレーションにおける貸付対

象先選定基本要領」を別紙2.のとおり制定すること。

3.　  「被災地企業等債務にかかる担保の適格性判定等に関する特則」を別紙3.の
とおり制定すること。
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◆･「経済・物価情勢の展望（2011年4月）」の基本的見解を決定
する件（4月28日）

　本委員会は、平成23年4月28日の金融政策決定会合において、「経済・物価情

勢の展望（2011年4月）」の基本的見解注2）を決定した。

◆･金融政策決定会合の議事要旨（2011年4月6・7日開催分）に関
する件（4月28日）

　本委員会は、平成23年4月28日の金融政策決定会合において、金融政策決定会

合の議事要旨（2011年4月6・7日開催分）注3）を承認した。

　

注2）　インターネット・ホームページをご参照ください（4月28日公表）。

注3）　インターネット・ホームページをご参照ください（5月9日公表）。
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（２）通常会合関係

◆･議長の職務を代理する者の決定に関する件（4月5日）

　本委員会は、平成23年4月5日、日本銀行法第16条第5項の規定に基づき、政策

委員会議長白川 方明委員、山口 �廣秀委員および西村 淸彦委員に事故がある場

合に議長の職務を代理する者を野田 忠男委員とすることを決定した。

◆･「2011年度の考査の実施方針等について」に関する件（4月8
日）

　本委員会は、平成23年4月8日、2011年度の考査の実施に関する重要事項とし

て、「2011年度の考査の実施方針等について」を別紙のとおり定め、対外公表す

ることを決定した。
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◆･職員の平成23年度定例給与改訂の見送りに関する件（4月15日）

　本委員会は、平成23年4月15日、職員の平成23年度定例給与については、改訂

（ベア）を行わないことを決定した。

◆･「金融政策に関する対外発言についての申し合わせ」の一部改
正に関する件（4月22日）

　本委員会は、平成23年4月22日、「金融政策に関する対外発言についての申し

合わせ」（平成11年4月20日）を次のとおり一部改正することを決定した。

 （横線のとおり変更）

　各金融政策決定会合の2営業日前（会合が2営業日以上にわたる場合には会合

開始日の2営業日前）から会合終了当日の総裁記者会見終了時刻までの期間は、

原則として、国会において発言する場合等を除き、金融政策及び金融経済情勢

に関し、外部に対して発言しない。

◆･政策委員会月報（平成23年3月）に関する件（4月22日）

　本委員会は、平成23年4月22日、政策委員会月報（平成23年3月）を承認した。

◆･不動産の取得に関する件（4月26日）

　本委員会は、平成23年4月26日、不動産の取得に関し決定した。
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　2．報告事項

●�業務リスク管理（政策委員会室）

●次世代RTGSプロジェクト（第2期対応）の進捗状況
（決済機構局）

●金融機関の業務運営動向とリスクの状況（金融機構局）

●2010年度の金融市場調節（金融市場局）注）

●新日銀ネット構築プロジェクトの進捗状況
（決済機構局、システム情報局）

●2011年国際コンファランスの概要（金融研究所）

●平成22年度「不動産その他の重要な財産の取得または処分」
　に関する報告（文書局、発券局、システム情報局）

●平成22年度下期の検査結果等（検査室）

　

注）　インターネット・ホームページをご参照ください（4月25日公表）。
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